
目
　
　
　
　
　
次

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

平成19年 8月10日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1902号

１

ペ
ー
ジ

告
　
示

◯
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
（
三
九
七
・
農
山
村
振
興
課
）
…
…
…
１

◯
第
三
十
六
回
採
石
業
務
管
理
者
試
験
の
実
施
（
三
九
八
・
資
源
エ
ネ

ル
ギ
ー
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
三
九
九
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
（
四
〇
〇
・
仙
北
地
域
振
興

局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

公
　
告

◯
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
農
林
水
産
技
術
セ

ン
タ
ー
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
秋
田
地
域
振
興
局

農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
共
同
施
行
等
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分
の
届
出
（
平
鹿
地
域
振
興

局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

秋
田
県
告
示
第
三
百
九
十
七
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
平
成
十
九
年
度
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計

画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
（一）

調
査
を
行
う
者
の
名
称

秋
田
市

（二）

調
査
地
域

秋
田
市
雄
和
平
尾
鳥
字
中
村
ほ
か
七
字

（三）

調
査
期
間

平
成
十
九
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
三
百
九
十
八
号

採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
三
十
二
条
の
十
三

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
第
三
十
六
回
採
石
業
務
管
理
者
試
験

を
実
施
す
る
の
で
、
採
石
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
通
商
産
業
省
令
第

六
号
）
第
八
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
試
験
の
日
時
及
び
場
所

（一）

日
時

平
成
十
九
年
十
月
十
二
日
（
金
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

（二）

場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
二
号

秋
田
地
方
総
合
庁
舎
　
六
階
　
総
庁
大
会
議
室

二
　
試
験
科
目

（一）

岩
石
の
採
取
に
関
す
る
法
令
事
項
（
環
境
保
全
関
係
法
令
事
項
を
含

む
）

（二）

岩
石
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項
（
岩
石
の
採
掘
、
発
破
、
破

砕
選
別
、
汚
濁
水
の
処
理
、
脱
水
ケ
ー
キ
（
脱
水
処
理
に
伴
っ
て
生
ず

る
湿
状
の
岩
石
粉
）
の
処
理
、
廃
土
及
び
廃
石
の
た
い
積
並
び
に
採
掘

終
了
時
の
措
置
に
関
す
る
技
術
的
事
項
）

三
　
受
験
申
し
込
み
に
必
要
な
書
類

（一）

受
験
願
書
（
採
石
法
施
行
規
則
様
式
第
九
に
よ
る
も
の
）

（二）

履
歴
書
（
採
石
法
施
行
規
則
様
式
第
十
に
よ
る
も
の
）

（三）

写
真
（
手
札
形
と
し
、
受
験
願
書
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
正

面
上
半
身
像
で
、
そ
の
裏
面
に
、
撮
影
年
月
日
、
氏
名
及
び
年
令
を
記

載
し
た
も
の
）

四
　
受
験
願
書
用
紙
の
公
布

（一）

期
間
及
び
時
間

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
祭
日
を
除
き
、
平
成
十
九
年
八
月
十
五
日

（
水
）
か
ら
同
年
九
月
二
十
一
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後

五
時
ま
で

（二）

場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
課

五
　
受
験
願
書
の
受
付

（一）

期
間
及
び
時
間

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
祭
日
を
除
き
、
平
成
十
九
年
八
月
二
十
二

日
（
水
）
か
ら
同
年
九
月
二
十
一
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午

後
五
時
ま
で

（二）

場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
課

（
郵
送
の
場
合
は
、
締
切
日
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け

付
け
る
）

六
　
受
験
手
数
料

（一）

額
　
八
千
円

（二）

納
付
方
法

受
験
願
書
の
提
出
の
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

七
　
合
格
者
の
発
表

試
験
終
了
後
十
五
日
以
内
に
合
格
者
に
合
格
証
を
送
付
す
る
と
と
も
に
、

平
成
十
九
年
十
一
月
上
旬
に
秋
田
県
公
報
に
受
験
番
号
を
登
載
す
る
。

八
　
開
示
請
求
の
受
付

（一）

開
示
内
容

科
目
別
得
点
及
び
総
合
得
点

（二）

期
間
及
び
時
間

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
祭
日
を
除
き
、
平
成
十
九
年
十
月
十
五
日

（
月
）
か
ら
同
年
十
一
月
十
四
日
（
水
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後

五
時
ま
で

九
　
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ

秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
課

産
業
保
安
班
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
二
八
六
）

秋
田
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
九
年
八
月
十
日
　
午
後
一
時

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
九
年
八
月
十
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
四
百
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項

告
　
　
　
　
　
　
示

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

払
戸
箱
井
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間

男
鹿
市
角
間
崎
字
楢
沢
一
九
三
番
二

地
先
か
ら
字
十
文
字
二
七
番
五
地
先

ま
で
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２

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

借
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量

近
赤
外
光
脳
機
能
計
測
イ
メ
ー
ジ
ン
グ
装
置
　
一
式

（二）

借
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
間

平
成
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

（四）

借
入
物
品
の
設
置
場
所

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
総
合
食
品
研
究
所

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ

と
。

（二）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資

格
を
有
す
る
こ
と
。

（三）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並

び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
一
二
三
一
　
秋
田
市
雄
和
相
川
字
源
八
沢
三
四

番
一
号

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
総
務
管
理
室
総
務
第
二
班

（
電
話
番
号
〇
一
八
―
八
八
一
―
三
三
九
八
）

第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
建

築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
十
条
の
規

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九

号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
九
年
八

月
十
日
（
金
）
か
ら
同
年
九
月
十
八
日
（
火
）
ま
で
の
期
間
、
（一）
の
場

所
に
お
い
て
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
九
年
九
月
十
九
日
（
水
）
午
後
二
時

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
総
合
食
品
研
究
所
　
会
議
室

（
秋
田
市
新
屋
町
字
砂
奴
寄
四
番
二
十
六
号
）

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
。
以
下
「
規

則
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（二）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金

額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）

を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、

見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札

書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（三）

入
札
の
無
効

規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（四）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札

を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入

札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ
に
よ
り
決
定
す
る
。

定
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
十
日

（五）

契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

（六）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入

札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
記
載
さ
れ
た
必
要
資
料
等
を
提
出
し
、
秋
田

県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
総
合
食
品
研
究
所
長
か
ら
、
仕
様
書
の
要

求
仕
様
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
。

（七）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七
　
概
要

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
男
鹿
市
福
川
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退

任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

男
鹿
市
福
川
字
福
川
三
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
　
孫
城

〃
　
　
〃
　
　
起
上
ケ
百
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
船
橋
　
金
弘

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

公
　
　
　
　
　
　
告

指

定

年

月

日

平
成
十
九
年
八
月
一
日

道

路

の

幅

員

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

道

路

の

延

長

四
十
一
・
四
九
メ
ー
ト
ル

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
仙
市
高
梨
字
水
里
百
十
九
番
地

有
限
会
社
　
高
康
商
店

代
表
取
締
役
　
高
　
橋
　
康
　
治

道
路
の
位
置
の
指
定
箇
所

大
仙
市
飯
田
字
大
道
端
二
十
五
―
四

S
u
m
m
a
ry

１
　
N
a
tu
re
a
n
d
q
u
a
n
tity

o
f
ite
m
s
to
b
e

re
n
te
d
：
N
e
a
r-in
fra
re
d
O
p
tica
l
Im
a
g
in
g
o
f

H
u
m
a
n
B
ra
in
A
ctiv
ity

(1
se
t)

２
　
T
im
e
-lim
it
o
f
te
n
d
e
r：
２
:0
0
P
.M
.
1
9
S
e
p

2
0
0
7

３
　
C
o
n
ta
ct
p
o
in
t
fo
r
th
e
n
o
tice
：
A
g
ricu
ltu
re
，

F
o
re
stry

a
n
d
F
ish
e
rie
s
R
e
se
a
rch

C
e
n
te
r，
A
k
ita

P
re
fe
ctu
ra
l
G
o
v
e
rn
m
e
n
t，
3
4
-1
Y
u
w
a
a
ik
a
w
a

a
za

g
e
n
p
a
tiza
w
a
，
A
k
ita

C
ity
，
A
k
ita

P
re
fe
ctu
re

0
1
0
-1
2
3
1
，
Ja
p
a
n
T
E
L
0
1
8
-8
8
1
-3
3
9
8
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男
鹿
市
福
川
字
竪
石
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
船
橋
　
　
梢

〃
　
　
〃
　
　
福
川
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
田
　
金
洋

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
三
十
一
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
　
勇
功

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
五
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
船
橋
　
文
利

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
二
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
玉
　
　
満

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
三
十
六
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
吉
田
　
一
雄

〃
　
　
〃
　
　
起
上
ケ
八
十
五
番
地
の
三
　
　
　
　
　
　
吉
田
　
二
郎

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

男
鹿
市
福
川
字
福
川
二
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
田
　
重
繁

〃
　
　
〃
　
　
竪
石
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
田
　
光
雄

〃
　
　
〃
　
　
福
川
三
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
　
孫
城

〃
　
　
〃
　
　
起
上
ケ
百
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
船
橋
　
金
弘

〃
　
　
〃
　
　
竪
石
二
十
六
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
吉
田
　
丈
美

〃
　
　
〃
　
　
福
川
五
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
田
　
栄
行

〃
　
　
〃
　
　
起
上
ケ
百
二
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
　
清
晴

三
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

男
鹿
市
福
川
字
福
川
五
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
　
富
男

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
三
十
六
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
　
正
美

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
田
　
定
則

四
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

男
鹿
市
福
川
字
福
川
五
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
　
富
男

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
田
　
定
則

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
横
手
市
明
永
町

八
番
十
三
号
石
井
政
巳
ほ
か
二
人
か
ら
平
成
十
九
年
八
月
一
日
換
地
処
分
を

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

平
成
十
九
年
七
月
二
十
七
日
（
第
千
八
百
九
十
八
号
）
掲
載
の
秋
田
県
公
告

（
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
）

（
原
稿
誤
り
）

一
　
　
　
下
　
　
終
わ
り
か
ら
　
小
坂
町
土
地
改
良
　
か
づ
の
土
地
改
良

三
　
　
　
　
　
区
か
ら
　
　
　
　
　
区
か
ら

（
印
刷
誤
り
）

二
　
　
　
上
　
　
　

二
一
　
　

〃
　
　
〃
　
字
八
　
〃
　
　
花
輪
字
八

幡
館
三
番
地
二
　
　
幡
館
三
番
地
二
　

安
保
　
冨
雄
　
　
　
安
保
　
冨
雄

正
　
　
　
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ
　
　
段
　
　
　
　
行
　
　
　
　
　
　
誤
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　



古紙配合率100％

発

行

者

秋
　
　
田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
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刷
　
社

電
話

八
七
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F
A
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〇
五

秋
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山
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七
丁
目
五
番
二
十
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刷
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松
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